
屋外広告物【新規】許可申請に必要な書類 

 
 
 
１ 屋外広告物許可申請書・・・・・・・・・・２部〔第５号様式〕 
  添付書類 
 
 
 
 
 
 
２ 屋外広告物を設置している土地又は建物の所有者の承諾書 

  「契約書」等の写し 
   ※屋外広告物が自己の所有地又は管理地以外の場所に設置してある場合のみ） 
 
３ 管理者設置届書・・・・・・・・・・・・・１部〔第１２号様式〕 
   ※屋外広告物の表示面積が５㎡を超えるか、高さが５ｍを超える場合のみ。 
   ※管理者は屋外広告士、講習会修了者等の資格が必要です。 
 
４ 手数料については、市に問い合わせてください。 

   ※広告物の種類と大きさで手数料は決まります。 
   ※手数料の支払いは、鹿屋市役所４階の都市政策課へ直接現金でお願いします。 
    直接支払いができない場合は、現金を現金書留で送付してください。 

・形状、寸法、材料及び構造を表した図面 
 （建物利用の場合は建物との関係を表示すること。） 
・意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表した図面 
・表示又は設置の場所の見取り図 
 （付近の道路までの距離を表示すること。） 

【問い合わせ先】 

〒893-8501 

鹿児島県 鹿屋市共栄町２０番１号 

鹿屋市 建設部 都市政策課 都市計画係
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